
議案第１７８号

　�川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和 ７ 年１１月２６日提出

川崎市長　福　田　紀　彦

　�川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例

　川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例（平成２７年川崎市条例第６７号）の一部を次のように改正する。

　別表第２の４の項中「又は外国人生活保護関係情報」を削り、同表の６の項

を削り、同表の７の項中「、川崎市営住宅条例」を「又は川崎市営住宅条例」

に改め、「又は外国人生活保護関係情報」を削り、同項を同表の６の項とし、

同表の８の項を同表の７の項とし、同表の９の項中「児童扶養手当法（昭和３

６年法律第２３８号）による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶

養手当関係情報」という。）、児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による

児童手当の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」という。）又は」を

削り、同項を同表の８の項とし、同表の１０の項中「、川崎市小児医療費助成

条例」を「又は川崎市小児医療費助成条例」に改め、「又は外国人生活保護関

係情報」を削り、同項を同表の９の項とし、同表の１１の項を同表の１０の項



とし、同表の１２の項を同表の１１の項とし、同表の１３の項を削り、同表の

１４の項を同表の１２の項とし、同表の１５の項を同表の１３の項とし、同表

の１６の項中「児童扶養手当関係情報」を「児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関

係情報」という。）」に改め、同項を同表の１４の項とし、同表の１７の項を

削り、同表の１８の項から２０の項までを３項ずつ繰り上げ、同表の２１の項

及び２２の項を削り、同表の２３の項を同表の１８の項とし、同表の２４の項

を削り、同表の２５の項から２８の項までを６項ずつ繰り上げ、同表の２９の

項中「若しくは措置」を「又は措置」に改め、「又は外国人生活保護関係情報」

を削り、同項を同表の２３の項とし、同表の３０の項を同表の２４の項とし、

同表の３１の項を同表の２５の項とし、同表の３２の項中「児童手当関係情報」

を「児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当の支給に関する情

報」に改め、同項を同表の２６の項とし、同表の３３の項から３６の項までを

６項ずつ繰り上げる。

附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

参考資料

制　定　要　旨

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

１９条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正に伴い、

特定個人情報を利用することができる場合について規定の整備を行うため、こ

の条例を制定するものである。




